
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会通信 

第５４号   発行 有明町商工会  令和５年１月 

〒859-1415  島原市有明町大三東戊 1427-3 

TEL：0957-68-0255  FAX：0957-68-0223 

 

 

 

新年の御挨拶 

  

新年あけましておめでとうございます。 

会員の皆様におかれましては、穏やかな新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

さて、昨年を振り返ってみますと、コロナ禍からの社会活動の正常化が進み、緩やかな持ち直し

が続いている一方で、紛争や急激な円安、物価高騰と我が国経済を取り巻く環境は厳しさが増

している状況でした。とりわけ地域の商工業者にとって、物価高騰による原材料や資材費の上昇

は、価格転嫁が難しい中、利益圧迫の大きな要因となり、大変厳しい状況が続いておりました。 

このような中、有明町商工会では、従来からの経営改善普及事業に加え、地域商工業者に対す

る国の事業復活支援金の申請確認・申請サポートや、経営計画・各種補助事業計画の策定、伴

走型小規模事業者支援推進事業を活用した物産展の開催等に取組んできました。また、今後さ

らに支援の幅を広げ、商工業者の経営課題に対し、伴走型の支援が実施できるよう「第２期経営

発達支援計画」を策定し、島原市と共同で申請しているところでございます。有明町商工会は、

本計画を中心に据え、会員事業所の持続的な発展のために、共に経営課題に取り組み、関係機

関と密に連携し、各種事業を実施してまいります。 

結びに、今年は飛躍と向上の年とされる「兎年」です。会員皆様にとって、新しい年が商売繫盛、

幸多き年となるようご祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。 

 

有明町商工会 会長 長野政男 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工会と一緒に『経営力向上計画』を作成しませんか？ 

経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社

の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受け

ることができます。また、計画策定にあたっては認定経営革新等支援機関である商工会がサポ

ートします。 

 

経営力向上計画作成のメリット 

【税制に関する優遇措置】 

認定計画に基づき取得した一定の設備や不動産について、法人税や不動産取得税等の特例措置

を受けることができます。 

【金融支援】 

政策金融機関の融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する

支援を受けることができます。 

【各種補助金の加点項目】 

各種補助金申請時の加点項目、また、申請の要件とする補助金もあります。 

 

 

令和４年分の確定申告が始まります！！ 

今年も確定申告の時期を迎えました。所得税の確定申告に関する税務署での受付期間は、

令和５年２月１６日（木）から３月１５日（水）、消費税の申告期限が令和５年３月３１日（金）

までとなっています。提出期限直前になって慌てないように、早めのご準備をお願いいたし

ます。 

税務署にて申告される方におかれましては、３月になると窓口が大変込み合います。コロ

ナ感染防止の観点からも、早めのご提出をおすすめします。 

確定申告会場の混雑緩和のため、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。 

入場整理券は会場で当日配布されますが、ＬＩＮＥでのオンライン事前発行をおすすめしま

す。 

※作成済みの申告書を提出するだけの場合。相談を必要としない場合は、入場整理券の取

得は必要ありません。 

また、インターネットを利用して申告書の作成・提出ができるｅ－Ｔａｘのご利用もご検

討ください。 

 

ＬＩＮＥで「入場整理券」を取得する方法 

① ＬＩＮＥアプリから国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加 

② 「トーク」画面から「相談を申し込む」を選択 

③ 税務署や来場希望日時を選択 

④ 内容を確認して「申込」をタップすれば完了。 

入場時に申込完了画面を提示してください。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」（日本政策金融公庫）がサポート！ 

高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象とした公的な融資制度です。 

【ご 融 資 額     】お子さま１人あたり３５０万円以内 

【金     利】年１．９５％ 固定金利 

       ※「母子家庭」、「父子家庭」、「交通遺児家庭」、「世帯年収 200 万円（所得 132 万円）以内の方」または「子ども３

人以上の世帯かつ世帯年収 500 万円（所得 356 万円）以内の方」は年１．５５％ 

（令和４年１２月１日現在） 

【ご返済期間】１８年以内 

【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マンションの敷金･家賃など 

【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済も可能） 

【保   証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人による保証も可能） 
 
詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育ローンコールセンター   
（０５７０－００８６５６（ナビダイヤル）または （０３）５３２１－８６５６）
までお問い合わせください。 

 

        

 

 

 

 
 

『インボイス制度』 令和５年１０月１日より始まります 

「インボイス」とは「適格請求書」を意味し、売手が買手に対して適用税率や消費税率を正

確に伝えるために作成される請求書等書類のことです。 

・買手はインボイスを保存していないと、消費税の仕入税額控除を受けられません。 

・売手はインボイス発行事業者になるには税務署への登録が必要です。 

 

現在年間売上が１，０００万円未満の免税事業者は、いずれかを選択する必要があります。

①課税事業者となり、インボイス発行事業者の登録をおこなう。 

②インボイス発行事業者の登録をせず、免税事業者のままでいる。 

 

また、財務省よりインボイス制度の支援措置が発表されていますので一部をご紹介します。 

 

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、 

売上税額の２割を納税額とすることができます。 

対象になる方➡免税事業者からインボイス発行事業者になった方 

（２年前（基準期間）の課税売上が１，０００万円以下等の要件を満たす方） 

対象となる期間➡令和５年１０月１日～令和８年９月３０日を含む課税期間 

      ※個人事業者は、令和５年１０～１２月の申告から令和８年分の申告まで対象 

★この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎（８％・

１０％）に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります。 

また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。 

 

 その他の支援措置につきましては、同封のチラシをご覧ください。 

講習会のご案内  「受講無料」で参加できます 

～明日起きるかもしれない自然災害や感染症などのリスクに備えて～ 

「事業継続力強化計画」策定とＧビズＩＤ取得支援セミナー 

参加ご希望の方は同封のチラシにてお申込みください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金利情報（令和５年１月４日 現在） 

普通貸付   ２．１５％～３．１５％ 

経営改善貸付（マル経）   １．３％ 

島原市中小企業振興資金   １．８％ 

商工会では新しい会員さんを募集しています。

未加入の事業所をご存知の方は、商工会または

お近くの役員さんまでお知らせください。 

島原市プレミアム付き商品券 換金のお知らせ 

有明町商工会での島原市プレミアム付き商品券の換金は、毎週火曜日・木曜日の午前１０時

から午後３時までです。有明町商工会での換金最終日は２月１４日（火）となります。最終日を

過ぎますと換金できませんのでご注意ください。 

第１１回 小規模事業者持続化補助金（通常枠） 

【事業目的】 

小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会の支援を受けながら取り組む販路開拓を支援。 

※申請の際は、商工会による事業支援計画書の発行が必要となります。発行までに時間がかかり

ますので、期日に余裕をもって商工会へご相談ください。 

【補助率・補助上限】 （通常枠）２／３、最大５０万円 

【公募締切】 令和５年２月２０日（月） 

【備 考】  特別枠として「賃金引き上げ枠」「インボイス枠」等あり。 

※免税事業者からインボイス発行事業に転換する事業者を対象に、全ての枠で一律に５０万円

の補助上限の上乗せがあります。 

長崎県農商工連携ファンド事業 
県内の中小企業者と農林漁業者が連携して行う新商品の開発などの取り組みを支援し、地域

の活性化を図ることを目的とした助成事業です。 

 

【助成対象者】 

⑴ 県内において創業（農林漁業を除く）または県内に主たる事業所を有する中小企業者と県内

の農林漁業者の連携体。 

⑵ 県内において自ら事業を行う特定非営利活動法人と県内の農林漁業者との連携体。 

【助成対象事業】 

県内の農林水産物を利用した新商品の開発、販路開拓へ取り組む事業を対象とする。 

①新商品・新技術・新役務の開発 

（市場調査、研究、試作品製作、実証実験、商品デザイン開発など） 

②販路開拓（販売方法の開発、展示会、見本市への出展など） 

【募集期間】 令和５年１月中旬～（予定） 

 

詳細・お問い合わせは商工会まで（担当：松永） 


